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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
田
茂
木
鳥
獣
保
護
区
、
大
湊
鳥
獣

保
護
区
、
三

沢
鳥
獣
保
護
区
、
外
崎
山
鳥
獣
保
護
区
、
猿
ヶ
森
鳥
獣
保
護
区
、
野
木
和
鳥
獣
保
護

区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一
１

名
称

田
茂
木
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
和
野
地
内
国
道
一
〇
二
号
と
県
道
中
ノ
渡
十
和
田
線
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
市
道
舘
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道

を
西
に
進
み
林
道
舘
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
林
道
を
南
に
進
み
広
域
農
道
十
和
田

南
部
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
広
域
農
道
を
南
東
に
進
み
市
道
豊
川
西
大
沼
平
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
市
道
西
大
沼
平
国
有
林
界
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
同
市
大
字
切
田
字
西
大
沼
平
一
番
六
九
五
の
東
側
の
法

定
外
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
道
路
を
北
に
進
み
字
西
大
沼
平
一
番
三
六
五
の
北

側
の
法
定
外
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
道
路
を
南
西
に
進
み
生
内
川
の
支
流
の
沢

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
沢
を
北
西
に
進
み
生
内
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
同
河
川
を
北
東
に
進
み
市
道
森
原
芦
名
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
東

に
進
み
市
道
中
ノ
渡
生
内
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
広
域
農
道

十
和
田
南
部
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
広
域
農
道
を
北
西
に
進
み
市
道
上
川
目
生
内
開

拓
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
東
に
進
み
市
道
上
川
目
森
原
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
小
沢
口
仙
ノ
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

同
市
道
を
北
東
に
進
み
国
道
一
〇
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
東
に
進
み
起

点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
十
和
田
市
中
心
部
か
ら
南
西
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
標
高
百

メ
ー
ト
ル
か
ら
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
砂
礫
大
地
で
、
ス
ギ
や
カ
ラ
マ
ツ
の
人
工
林
を

中
心
に
、
コ
ナ
ラ
な
ど
の
広
葉
樹
の
ほ
か
、
水
田
や
畑
な
ど
変
化
に
富
ん
だ
土
地
利
用
に
よ

り
、
人
里
の
環
境
を
好
む
鳥
獣
の
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第90号令和７年10月31日 金曜日

号
外
第
九
十
号

令
和
七
年十

月
三
十
一
日

（
金
曜
日
）



二
１

名
称

大
湊
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

む
つ
市
城
ケ
沢
泉
沢
地
内
の
永
下
川
と
国
道
三
三
八
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か

ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
市
道
横
迎
町
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
東

に
進
み
金
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
河
川
を
南
に
進
み
田
名
部
川
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
と
市
道
金
曲
金
谷
線
と
の
交
点
を
直
線
で
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み

県
道
海
老
川
新
町
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
市
道
海
老
川
柳
町

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
県
道
赤
川
下
北
停
車
場
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
国
道
二
七
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

同
国
道
を
南
東
に
進
み
赤
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
河
川
を
西
に
進
み
最
大
高
潮
時

海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
永
下
川
河
口
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点
に
直
線
で
至
り
、

同
点
か
ら
同
河
川
を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
二
の

と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

集
団
渡
来
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
大
湊
湾
と
呼
ば
れ
て
い
る
海
域
を
主
体
と
し
て
、
芦
崎
と
い
う
長
さ
三
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
程
の
砂
嘴
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
内
湾
と
干
潟
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
オ
オ
ハ
ク

チ
ョ
ウ
や
コ
ク
ガ
ン
な
ど
の
カ
モ
類
を
主
と
す
る
冬
鳥
の
集
団
渡
来
地
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
集
団
渡
来
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図

る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
に
著

し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。
ま
た
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
、

環
境
教
育
・
学
習
の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

三
１

名
称

三

沢
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

地
内
国
有
林
青
森
森
林
管
理
署
八
三
五
林
班
（
ぬ
小
班
を
除

く
。
）
、
八
三
六
林
班
及
び
八
三
七
林
班
の
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
三
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
天
然
林
に
覆
わ
れ
豊
か
な
自
然
環
境
を
呈
し
、

多
様
な
野
生
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

四
１

名
称

外
崎
山
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

青
森
市
浪
岡
大
字
大
釈
迦
地
内
市
道
向
田
二
号
線
と
国
道
一
〇
一
号
と
の
交
点
を
起
点
と

し
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
五
所
川
原
市
と
青
森
市
の
市
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点

か
ら
同
市
界
を
北
東
に
進
み
同
市
浪
岡
大
字
大
釈
迦
字
山
本
四
五
番
一
七
と
字
沢
内
沢
一
番
二

の
地
番
界
の
尾
根
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
尾
根
を
南
東
に
進
み
水
路
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
水
路
を
南
東
に
進
み
字
山
本
五
七
番
と
四
番
一
の
地
番
界
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
地
番
界
を
南
東
に
進
み
字
沢
田
一
二
二
番
地
内
の
私
道
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
私
道
を
南
東
に
進
み
防
火
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
防
火
線
を
北
東
に
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進
み
旧
青
森
市
と
旧
浪
岡
町
と
の
市
町
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
町
界
を
南
東
に

進
み
国
道
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
南
西
に
進
み
市
道
梵
珠
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市
道
向
田
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

市
道
を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
四
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
県
民
の
森
梵
珠
山
と
隣
接
し
、
天
然
広
葉
樹
林
が
多
く
地
形
も
変
化
に
富

み
、
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。

五
１

名
称

猿
ヶ
森
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
地
内
の
県
道
尻
労
小
田
野
沢
線
と
防
衛
装
備
庁
下
北
試
験
場
の
境

界
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
試
験
場
の
境
界
を
東
に
進
み
村
道
上
田
代
小
田
野
沢

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
村
道
を
北
西
に
進
み
村
道
砂
子
又
下
田
代
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
点
か
ら
同
村
道
を
北
に
進
み
村
道
下
田
代
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
村
道

を
東
に
進
み
下
田
代
地
区
生
活
関
連
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
道
路
を
東
に
進
み

県
道
尻
労
小
田
野
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
五
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
主
に
ク
ロ
マ
ツ
で
形
成
さ
れ
る
針
葉
樹
林
帯
や
大
沼
、
左
京
沼
な
ど
大
小

多
く
の
沼
が
存
在
す
る
土
地
で
野
生
鳥
獣
の
生
息
に
適
し
た
地
域
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
に
著

し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。
ま
た
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
、

環
境
教
育
・
学
習
の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

六
１

名
称

野
木
和
鳥
獣
保
護
区

２

区
域

青
森
市
大
字
油
川
地
内
の
市
道
森
林
軌
道
廃
線
通
り
線
と
県
道
青
森
五
所
川
原
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
西
に
進
み
青
森
市
農
道
新
城
一
三
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
農
道
を
北
に
進
み
通
称
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
礼
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点

か
ら
同
巡
礼
道
を
西
に
進
み
農
道
舘
支
線
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
農
道
を
北

東
に
進
み
市
道
西
田
沢
一
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
東
に
進
み
市
道

西
田
沢
一
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
東
に
進
み
市
道
森
林
軌
道
廃
線

通
り
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

一
円
。
（
図
面
は
別
図
六
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分
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身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
都
市
住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
野
木
和
湖
を
含
ん
だ
野
木
和
公
園

を
中
心
と
す
る
地
域
で
、
ス
ギ
や
ア
カ
マ
ツ
を
主
体
と
す
る
森
林
を
は
じ
め
、
公
園
周
辺
に

は
水
田
が
、
丘
陵
地
に
至
る
斜
面
に
は
果
樹
園
及
び
畑
地
が
多
く
存
在
し
、
森
林
性
鳥
獣
か

ら
水
辺
に
生
息
す
る
鳥
類
な
ど
幅
広
い
鳥
獣
の
身
近
な
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
引
き
続
き
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保

護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を

阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

管
理
を
実
施
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
の

で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一
１

名
称

尾
山
頭
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区
域

上
北
郡
七
戸
町
字
尾
山
頭
地
内
の
町
道
上
原
子
尾
山
頭
線
と
町
道
坪
尾
山
頭
線
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
東
に
進
み
県
道
後
平
青
森
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
同
県
道
を
西
に
進
み
町
道
上
原
子
尾
山
頭
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
に

進
み
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
上
北
農
場
管
理
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

上
北
農
場
管
理
道
を
北
西
に
進
み
七
戸
町
と
東
北
町
と
の
町
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

同
町
界
を
南
東
に
進
み
町
道
上
原
子
尾
山
頭
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
に

進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

二
１

名
称

櫛
引
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区
域

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
下
河
原
地
内
馬
淵
川
左
岸
と
国
道
一
〇
四
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
点
か
ら
同
国
道
を
東
に
進
み
県
道
櫛
引
上
名
久
井
三
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

県
道
を
南
に
進
み
八
戸
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
自
動
車
道
を
北
西
に
進
み

市
道
一
日
市
高
岩
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
青
い
森
鉄
道
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
鉄
道
を
北
に
進
み
市
道
一
日
市
矢
沢
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
市
道
雇
用
促
進
住
宅
ひ
と
い
ち
宿
舎
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
字
前
田
二
九
番
六
と
二
九
番
一
二
と
の
地
番
界
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
地
番
界
を
東
に
進
み
、
さ
ら
に
字
前
田
二
九
六
と
二
九
番
七
、
二
九
番
六
と

三
二
番
一
四
、
二
九
番
六
と
三
二
番
三
〇
、
二
九
番
六
と
三
二
番
二
、
三
一
番
二
と
三
二
番

二
、
三
一
番
三
と
三
二
番
二
六
と
の
地
番
界
を
東
に
進
み
字
下
河
原
七
八
番
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
字
下
河
原
四
三
番
と
四
四
番
と
の
地
番
界
に
直
線
で
至
り
、
同
点
か
ら
同
地
番

界
を
東
に
進
み
馬
淵
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
河
川
を
南
に
進
み
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
二
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
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